
○３年以下の懲役
　又は３００万円以　
　
　下の罰金

種苗法の一部を改正する法律案の概要（農林水産省）

・生産
・販売
・輸出入　等

種苗
例：キャベツの種

　○差止請求
　○損害賠償請求

民事上の救済

・生産
・販売
・輸出入　等

収穫物
例：キャベツの葉

　○差止請求
　○損害賠償請求　

●３年以下の懲
役又は３００万円
以下の罰金
●法人：１億円　
以下の罰金

育成者権の利用の範囲

民事上の救済

刑事上の制裁

は今回改正（追加）部分

《　権　　　利　　　侵　　　害　》

●法人：１億円以下
　　　　　の罰金

骨　子

　

　育成者権の侵害に対する罰則の対象を、
種苗段階での権利侵害に加え、収穫物段
階での権利侵害まで拡大

　

　育成者権の侵害に対する罰則の対象を、
種苗段階での権利侵害に加え、収穫物段
階での権利侵害まで拡大

　法人に対する罰金額の上限を、３００万
円から１億円に引き上げ

　法人に対する罰金額の上限を、３００万
円から１億円に引き上げ

①　罰則の対象範囲の拡大①　罰則の対象範囲の拡大

②　法人による育成者権の侵害
　に対する罰金額の引上げ

②　法人による育成者権の侵害
　に対する罰金額の引上げ

背　景

●　植物の新品種の育成者権の侵害が近年増大

●　特色ある産地づくりに取り組む農家、産地
　等への影響が顕在化

●　植物の新品種の育成者権の十分な保護を図
　る必要

●　植物の新品種の育成者権の侵害が近年増大

●　特色ある産地づくりに取り組む農家、産地
　等への影響が顕在化

●　植物の新品種の育成者権の十分な保護を図
　る必要

登録された植物の新品種を業
として独占的に利用する権利　

育成者権

○３年以下の懲役
又は３００万円以下
の罰金

刑事上の制裁
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